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社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額

が
所
得
税
・
市
町
村
民
税
の
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
は
、
毎
年
１
月

１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付

（
納
付
見
込
み
を
含
む
）し
た
国
民
年
金
保

険
料
の
額
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
な
ど

が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な
ど
が
発

行
す
る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
１
年
間

に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証

明
す
る「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」（
は
が
き
）が
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
11
月
上
旬
に
被
保
険
者
の
方

に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

証
明
内
容
は
、
本
年
１
月
か
ら
10
月
１

日
ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保

険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る

場
合
の
納
付
見
込
み
額
で
す
。

◎
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た

場
合
な
ど
、
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方

に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
上
旬
に
同
様
の

証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
２
月
発
送
の
対
象
者
は
、
納
付
済

み
額
が
確
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
見
込
み

額
欄
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
民
年
金
保
険
料
は
家
族
で
連
帯

し
て
納
付

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本

人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主

お
よ
び
配
偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額

の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税
な
ど
の

控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
末
調
整

な
ど
の
手
続
き
の
時
に
ご
自
身
の
社
会
保

険
料
の
額
と
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
場
合
、
ご
家
族
分
の「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」

も
、
申
告
す
る
方
の
申
告
書
に
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
」に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

問
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７

※
一
般
固
定
電
話
の
場
合
、
市
内
通
話
料

　

金
の
み
で
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。

問
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
の
方

☎
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
３
０

■
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
期
間

　

11
月
１
日
㊋
か
ら
平
成
24
年
３
月
15
日

㊍
ま
で

※
た
だ
し
祝
日
、
12
月
29
日
か
ら
翌
年
１

　

月
３
日
ま
で
は
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん

■
受
付
期
間

▽
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

※
た
だ
し
月
曜
日（
月
曜
日
が
休
日
の
場

　

合
は
火
曜
日
）は
、
午
後
７
時
ま
で
受

　

け
付
け
し
ま
す
。

▽
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
４
時
ま
で

■
そ
の
他
年
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

問
郡
山
年
金
事
務
所

☎
０
２
４
‐
９
３
２
‐
３
４
３
４

問
町
民
生
活
課

☎
７
２
‐
６
９
３
３
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